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令和６年４月以降、障害者の法定雇用率が引き上げられます 
 

● 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる
「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者
を雇用する義務があります。 

● 令和 6 年 4 月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられ、障害者を雇
用しなければならない民間企業の範囲が拡大されます。加えて、令和 7 年 4 月
以降、除外率が引き下げられます。また、令和 6 年 4 月以降に重度身体障害者
及び重度知的障害者の雇用率への算定方法が変わります。 

 
 詳細は、ウェブサイトをご覧ください。 

『障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について』リーフレット 

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf 

 
 

 ◇介護のしごと合同面談会のご案内◇ 
介護のお仕事って？お仕事の魅力はなんだろう？働く場合の労働条件は？ 

下記のとおり介護事業所の集まる合同企業面談会を開催いたします。登米市内 

５社程度の介護事業所が参加される予定です。 

介護の仕事に関心のある方、就職を希望する方、その他参考に話を聞いてみた 

いという方も、ぜひ、ご参加ください。 

      【日時】１０月３１日（火）午後 1 時 30 分から午後 4 時まで 

      【会場】登米市迫公民館 軽運動場 

    【お問い合わせ先】TEL０２２０－２２－８６０９ 職業相談部門 

 

◇事業所見学会のご案内◇ 
下記日程で事業所見学会を開催いたします。事業所担当者から仕事内容などを 

直接聞いたり、工場見学ができるチャンスです。ぜひ、ご参加ください。 

  ・株式会社 登米精巧 10 月６日 PM、10 月 12 日 AM 

  ・迫リコー 株式会社 10 月 16 日、20 日、24 日、27 日（全日 PM） 

    【お問い合わせ先】TEL０２２０－２２－８６０９ 職業相談部門 

ハローワークだより            令和５年１０月号 

月 報 は さ ま 

                                                                                       
 

令和５年９月２９日（火）            

迫 公 共 職 業 安 定 所                                     

登米市迫町佐沼字内町 42-10                                                     
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職業紹介関係取扱状況 ［令和５年８月内容］ 
 

６月 ７月 ８月 
対前月比

（％） 

対前年同月比

（％） 

新 規 求 職 者 数 304 人 304 人 298 人 ▲2.0 ▲8.3 

有 効 求 職 者 数 1,376 人 1,274 人 1,225 人 ▲3.8 ▲4.4 

新 規 求 人 数 407 人 382 人 439 人 14.9 ▲3.5 

月 間 有 効 求 人 数 1,176 人 1,116 人 1,120 人 0.4 ▲10.3 

有 効 求 人 倍 率 0.85 倍 0.88 倍 0.91 倍 0.03 ポイント ▲0.07 ポイント 

紹 介 件 数 432 件 334 件 321 件 ▲3.9 ▲2.4 

就 職 件 数 164 件 130 件 108 件 ▲16.9 ▲8.5 

基本手当受給者実人員 281 人 288 人 314 人 9.0 4.0 

基 本 手 当 支 給 額 30,497 千円 31,490 千円 41,053 千円 30.4 13.2 

 ― 窓口の動き ―  
新規求職者数は前月比で 2.0％減少し、前年同月比でも 8.3％減少した。有効求職者数は前月比で 3.8％

減少し、前年同月比でも 4.4％減少した。 
   新規求人数は前月比で 14.9％増加し、前年同月比では 3.5％減少した。月間有効求人数は前月比で 0.4％

増加し、前年同月比では 10.3％減少した。 
    有効求人倍率は 0.91 倍（原数値）で、前月比で 0.03 ポイント増加し、前年同月比では 0.07 ポイント減

少した。また、宮城県は 1.33 倍、全国は 1.29 倍（季節調整値）となっている。 
   雇用保険基本手当受給者実人員は、前月比で 9.0％増加し、前年同月比でも 4.0％増加した。 
  ＊ハローワークインターネットサービスの拡充に伴い令和 3 年 9 月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録し 
   た求職者数や求職者がハローワークインターネットの求人に応募した就職件数等が含まれています。 

【令和 4 年 8 月～令和 5 年 8 月】 

（求人倍率：求職者一人に対し、求人数がどのくらいあるかを表す数値です） 

 

 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
1,249 1,274 1,245 1,167 1,117 1,065 1,171 1,199 1,125 1,145 1,176 1,116 1,120

1,281 1,282 1,243 1,193 1,110 1,156 1,242 1,292 1,382 1,426 1,376 1,274 1,225

0.98 0.99 1.00 0.98 1.01 0.92 0.94 0.93 0.81 0.80 0.85 0.88 0.91

有効求人

有効求職

求人倍率


